
鳥取県UDタクシー利活用モデル事業
（福祉分野）支援補助金

障がい児者と地域社会をつなげるＵＤタクシーを利活用したモデル的な取組を
支援することにより、安心・安全な地域をつくることを目的としています。

◇補助対象者 ： イベント主催者及び市町村

◇補 助 額 ： 補助対象経費の１／２

◇補 助 上 限 ： ５０千円（交付される補助金の上限です）

◇補助対象経費 ： 委託費、使用料及び賃借料、負担金、補助金

（県内事業者が実施したものに限る。ただし、やむを得ない事情

で県内事業者への発注が困難と県が認めた場合については、

この限りでない。）

◇申 請 書 ： 県ホームページに掲載

https://www.pref.tottori.lg.jp/280201.htm

◇申 請 期 限 ： 令和９年２月１９日（金）

補助申請・問合せ先 鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局障がい福祉課
（電話）０８５７－２６－７６７５ （ﾌｧｸｼﾐﾘ）０８５７－２６－８１３６

県内イベント
【障がい者】

施設

在宅

一定程度以上の動員が見込まれるイベントに障がい者をUDタクシーで移送す
る際に係る経費を支援します！！
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